
（名　称）

（所在地）

☑法第60条第２項第１号
　（電算処理ファイル）

政令第21条第７項に該当する
ファイル　□有 ☑無

備考 －

作成された行政機関等匿名加工情報に関する
提案を受ける組織の名称及び所在地

（実施なし）

作成された行政機関等匿名加工情報に関する
提案をすることができる期間

（実施なし）

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれてい
るときはその旨

含まない（条例要配慮個人情報の規定なし）

行政機関等匿名加工情報の提案の募集をする
個人情報ファイルである旨

非該当（提案の募集は当面実施しない）

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける組織
の名称及び所在地

－

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし）

個人情報ファイルの種別
□法第60条第２項第２号
　（マニュアル処理ファイル）

記録情報の収集方法 住民基本台帳、本人及び親族からの収集

要配慮個人情報が含まれるときは、その旨 含まない

記録情報の経常的提供先 －

開示請求等を受理する
組織の名称及び所在地

小田原市 総務部 総務課（行政情報センター）

〒250-8555　神奈川県小田原市荻窪300番地

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定に
よる特別の手続等

－

個人情報ファイルの利用目的 敬老祝金品の送付、返戻、再送等に係る情報の管理のため

記録項目
１　送付した祝品の返戻理由、２　通知日、３　調整内容、
４　死亡日、５　再送先の住所、６　再送先の氏名、７　再送先の方
と対象者との続柄

記録範囲
年度中に88歳になる方
※但し、祝品の再送が対象者の親族の場合はその親族も含む

個人情報ファイルが利用に供される事務をつ
かさどる組織の名称

福祉健康部高齢介護課

個人情報ファイル簿（単票）

個人情報ファイルの名称 敬老祝金品管理台帳ファイル

行政機関等の名称 小田原市


